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１． 事業者名 山吉建設株式会社

２． 代表者氏名 代表取締役　菅沼　孝之

３． 所在地 本社：〒432-8056　静岡県浜松市南区米津町2266番地の1
卸本町倉庫：〒432-8055　静岡県浜松市南区卸本町5
最終処分場：〒432-8063　静岡県浜松市南区小沢渡町2739-1他
鈴鹿営業所：〒510-0218　三重県鈴鹿市野町西3丁目2番7号

４． 事業活動 建設業（解体、土木、建築工事業）、
環境対策事業（石綿・ダイオキシン類除去工事、土壌汚染対策工事）、
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬、
産業廃棄物処理業（安定型埋立処分）

５． 従業員数 61名

６． 環境管理責任者　 総務部次長　田中　誠
連絡担当者 工事安全事務課長　竹原　紗妃

７． 連絡先 TEL （053）-448-0061
FAX （053）-448-1608
（E-ｍａｉｌ：　soumu@yamayoshi.jp）

８． 建設業許可
建設業
　　静岡県知事許可　（特-4）17754号
産業廃棄物収集運搬業
　　第02201001420号（静岡県）/ 第02300001420号(愛知県) / 第02403001420号(三重県) / 第01400001420号(神奈川県)
特別管理産業廃棄物収集運搬業
　 第02251001420号（静岡県）/ 第02350001420号(愛知県) / 第02450001420号(三重県)
産業廃棄物処分業
　 第06341001420号（浜松市）

９． 事業の規模
① 設立
② 資本金 2,400万円
③ 事業規模

2018年 2019年 2020年
2021年7月～
2022年6月

（40期） （41期） （42期） （43期）

百万円 3,810 3,566 4,585 5,306

人 63 61 64 61

ｍ2 879.42 879.42 879.42 879.42

ｍ2 1,278 1,278 1,278 1,278

ｍ2 13.34 13.34 13.34 13.34

ｍ2 19.66 19.66 120 120

ｍ３ 38,259 38,259 38,259 38,259

ｍ３ 25,464 21,935 21,470 21,280

ｔ/日 600 600 600 600

ｔ 0 0 0 0

ｔ 5,334 7,118 8,770 12,844

ｔ 8 40 65 45

ｔ 3,659 310 233 211

１０． 事業年度　　
7月1日～翌年6月30日

１１． レポートの運用期間及び発行日

１２ 認証・登録の対象範囲

　　　 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処理業（安定型埋立処分）
対象組織：本社（事務・経理部門、現場部門)、卸本町倉庫、最終処分場、鈴鹿営業所

活動：建設業（解体、土木、建築工事業）､環境対策事業（石綿・ダイオキシン類除去工事、土壌汚染対策工事）､

環境経営レポート運用期間（2021年7月1日～2022年6月30日）

埋立容量

環境経営レポート発行日（2022年9月1日）

残余量

最終処分場事務所面積

処理実績

本社事務所床面積

特管産廃収集運搬

鈴鹿営業所所面積

卸本町倉庫床面積

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物最終処理

Ⅰ　組織の概要

中間処分
(移動式破砕)

処理能力

処理実績

活動規模 単位

最終処分場

1979年8月2日

売上高

従業員

１



１３． 産業廃棄物の種類

<許可品目の総括表>

1 静岡県 第02201001420号
令和2年7月6日　

　　
令和7年7月5日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 愛知県 第02300001420号
令和3年7月25日　

　　
令和8年7月24日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 三重県 第02403001420号
令和3年6月22日　

　　
令和8年6月21日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 神奈川県 第01400001420号
令和4年11月22日　

　　
令和9年9月23日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 静岡県 第02251001420号
令和3年8月28日
令和8年8月27日

○

6 愛知県 第02350001420号
令和3年11月17日
令和8年10月22日

○ ○ ○ ○

7 三重県 第02450001420号
令和3年6月22日　

　　
令和8年6月21日

○

破砕
（移動式） ○

埋立 ○ ○

１４． 保有設備

油圧ｼｮﾍﾞﾙ (100t～0.9t） 104 台 ｸﾚｰﾝ付9tﾄﾗｯｸ 1 台
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 2 台 散水車(積載7000㍑) 1 台
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 3 台 4tﾄﾗｯｸ 3 台
振動ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ 1 台 4tﾀﾞﾝﾌﾟ 8 台
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ (10t～1.5t) 7 台 3tﾀﾞﾝﾌﾟ 3 台
大型自走式破砕機 4 台 ｸﾚｰﾝ付4tﾄﾗｯｸ 1 台
自走式ｽｸﾘｰﾝ 6 台 4tｺﾝﾃﾅ車 5 台
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 (100t～3t用) 31 台 3tｺﾝﾃﾅ車 1 台
鉄骨切断機 (100t～6t用) 13 台 4t散水車(積載4000㍑) 1 台
ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾞﾚｰｶｰ (30t～0.9t用) 31 台 2tﾀﾞﾝﾌﾟ 6 台
その他 (小割、ﾌｫｰｸ、ﾏｸﾞﾈｯﾄ等） 43 台 軽ﾀﾞﾝﾌﾟ 3 台

１５． 施設等の状況（処分業者のみ）
※処理施設の種類、処理する産廃の種類、処理能力（規模）、処理方式、処理工程図

処分場　作業フロー

　・持込みについては前日に連絡する事を原則とする。連絡を受けた時点で契約の有無を確認し、
　　未契約者の場合には速やかに契約書作成の依頼をし、未契約のままの受入れは一切行わない。

　・処分場内の地下水を利用し、重機、散水設備により石綿含有産業廃棄物を湿潤させ、
　　荷下ろし作業による粉塵の飛散防止措置を行う。

異物発見 　・処分場内に展開検査場所を設け、廃棄物の展開調査を
　　重機を使用して行い、異物の混入が無いよう確認する。
　　異物が確認された場合には異物の返却をする。
　　展開調査終了時まで、車輌は待機させておく。

　・展開検査により廃棄物の内容確認の出来た物を重機により水没させる。
　　埋立時には十分湿潤を行ったうえで減容し、空隙のない様に埋め立てる。

　・廃棄物が地表に露出する状態まで埋立が進んできた場合には作業終了時
　　に覆土を行う。
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8 浜松市 第06341001420号
令和2年1月8日　

　　
令和7年1月7日

都道府県 許可ＮＯ
許可年月日

及び
　有効期限

産業廃棄物処分業

廃棄物の埋立

廃棄物への覆土

建
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車
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廃棄物の受入れ

廃棄物の湿潤

展開検査 異物返却
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移動式破砕機　処理工程図

 　移動式破砕機は4台保有のうち、1台が許可あり。処理能力は600.0ｔ/日

 

現場より砕石として外部に売却場内で砕石として使用

０．７ＢＨ・１．２ＢＨブレーカー、圧砕機による現場内のＲＣ建築物の解体

０．７ＢＨ小割機によるコンクリートガラ小割

自走式破砕機によるコンクリートガラ破砕処理

粒計　０-４０

３



作成日：2019年9月26日

作成者：竹原　紗妃

・環境方針、環境目標などの理解と自らの役割を自覚する
・自主的、積極的に環境活動に参加する

代表者

各部門
（工事部・処分場・総務部）

全社員

工事部
（現場管理）

環境管理責任者

エコアクション21事務局

全社員

総務部
（事務・経理）

担当

・環境管理責任者の補佐
・環境目標、環境活動計画書の伝達
・エコアクション21における文書の作成、記録の管理
　①環境目標及び環境活動案の作成
　②環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況のチェック
　③取組に必要な場合の手順書
　④環境負荷の自己チェック、取組の自己チェックの実施
・環境活動レポートの作成

・部門における環境活動及び環境活動計画の企画、作成、実施
・部門における環境活動の実施、目標達成状況を事務局に報告
・部門に必要な手順書などの作成、管理
・部門の問題点の発見及び是正、予防処置を実施する

・エコアクション21に関する統括責任者
・環境管理責任者の任命
・環境方針の制定、改訂及び全社員への周知
・環境目標及び環境活動計画、実施体制の承認
・環境マネジメントシステムの承認
・環境活動レポートの承認
・代表者による全体の評価と見直しの実施
・取組に必要な資源の用意

・環境マネジメントシステム全体の構築、実施の運用管理
・環境目標、環境活動計画書の確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・各部門の環境目標、環境活動計画、実施体制の確認と全体調整
・環境活動レポートの確認
・事務局の文書作成案に対するチェック及び改訂の指示

工事部
(安全環境)

処分場管理

Ⅱ　実施体制

役割・責任・権限

工事部管理責任者

工事部長　大橋　祐平

代表者

代表取締役　菅沼　孝之

環境管理責任者

総務部次長　田中　誠

エコアクション21事務局

竹原　紗妃

４



　　　　　従業員を始め、私たちの仕事に関わって下さるすべての人々の満足と共栄を追求し、仕事を通じて

地域社会に貢献し続けることを経営理念とし、「やさしい街づくりに貢献を」を柱に、建設業としての事業活動が、

環境に深く関わっている事を十分に認識し、環境に十分配慮した行動を、全従業員で取り組み、

地域社会に貢献することを目指します。

１． 環境に配慮した施工計画

① 環境に配慮した工事施工の実施を努めます。

② 受託した廃棄物への配慮

２． 二酸化炭素排出量削減

① 事務所内における電気使用量の削減に努めます。 

② 車輛等の燃料使用量削減に努めます。 

３． 廃棄物排出量削減

① 事務所から発生する一般廃棄物の削減に努めます。 

② 建設工事に係わる産業廃棄物の適正処分と建設リサイクルを推進します。

４． 水使用量削減

　 ① 事務所内における水使用量の削減に努めます。 

②

　

５． 環境関連法規の遵守

① 環境関連法規は遵守します。

② 常に関連法規資料の収集に当たり、法改正などの情報把握努めます。

６． これらについて環境経営目標、環境経営計画を定め、定期的に見直し、環境経営の継続的改善に努めます。

制定年月日 2019年9月26日

改定年月日 2021年6月14日(ver3)

山吉建設株式会社
代表取締役　菅沼　孝之

建設工事に係わる水使用量の抑制に心掛けると共に、建設現場から排水する水の汚染、汚濁の防止に
努めます。

≪行動指針≫

Ⅲ　環境経営方針

≪基本理念≫

５



１．運用期間（2021年7月〜2022年6月）の環境目標

2,924 (百万円) 4,387 (百万円)

目標削減率

環境配慮工事の施工 件

受託した産業廃棄物への配慮

環境効率指標
kg‐CO2/
百万円

-2%

kg‐CO2 -2%

電力 kWh/百万円 -2%

ガソリン L/百万円 -2%

軽油 L/百万円 -2%

プロパンガス（LPG） kg/百万円 -2%

kg‐CO2 -2%

電力 kWh/百万円 -2%

ガソリン L/百万円 -2%

軽油 L/百万円 -2%

プロパンガス（LPG） kg/百万円 -2%

一般廃棄物排出量 kg/百万円 -2%

産業廃棄物排出量 ％

㎥/百万円 -2%

従業員の資質の向上

２．中期の環境目標

2020年度 2021年度 2022年度

2020年7月
〜

2021年6月

2021年7月
〜

2022年6月

2022年7月
〜

2023年6月

環境配慮工事の施工 件

受託した産業廃棄物への配慮

環境効率指標
kg‐CO2/
百万円

-1% -2% -3%

kg‐CO2 -1% -2% -3%

電力 kWh/百万円 -1% -2% -3%

ガソリン L/百万円 -1% -2% -3%

軽油 L/百万円 -1% -2% -3%

プロパンガス（LPG） kg/百万円 -1% -2% -3%

kg‐CO2 -1% -2% -3%

電力 kWh/百万円 -1% -2% -3%

ガソリン L/百万円 -1% -2% -3%

軽油 L/百万円 -1% -2% -3%

プロパンガス（LPG） kg/百万円 -1% -2% -3%

一般廃棄物排出量 kg/百万円 -1% -2% -3%

産業廃棄物排出量 ％

㎥/百万円 -1% -2% -3%

従業員の資質の向上

１． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2021年度）の基礎排出係数「0.449㎏-CO2/kWh」を使用した。

次回からは調整後排出係数「0.388㎏-CO2/kWh」を使用することとします。

118,988

0.01

1,483,524

38.04

0.01

6.01

目標値基準値

1,513,800

116,608

37.28

単位

二酸化炭素排出量（事務所）

項目

環境に配慮した自
社の取り組み

二酸化炭素排出原単位

二酸化炭素排出量（建設現場）

項目

内訳

二酸化炭素排出量（事務所）

課題とチャンスの
明確化

廃棄物の削減

建設資材等のグリーン購入向上

課題とチャンスの
明確化

二酸化炭素排出量（建設現場）

環境に配慮した自
社の取り組み

廃棄物の削減

内訳

水道使用量の削減

二酸化炭素排出原単位 558

単位

9.56

6.13

8.42

目標年度

2019年7月
〜

2020年6月

努める

努める

配慮する

118,988

558

基準年度

2019年度

再資源化率90%以上目指す

38.04

9.56

0.06

0.01

1,513,800

6.13

3.64

努める 従業員の資質の向上に努める

環境配慮工事の施工に努める

最終処分量の削減に努める

グリーン購入に配慮する

8.42

191.91

0.03

0.95

内訳

Ⅳ　環境経営目標

従業員の資質の向上に努める

再資源化率90%以上目指す

環境配慮工事の施工に努める

最終処分量の削減に努める

グリーン購入に配慮する

547

建設資材等のグリーン購入向上

内訳

2021年7月
〜

2022年6月

2019年7月
〜

2020年6月

≪完成工事原価
(一般管理費含む)≫

≪完成工事原価(一般管理費含む)≫

9.37

0.06 0.06

0.95 0.93

3.64 3.57水道使用量の削減

8.25

191.91 188.08

0.03 0.03

６



7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

① 低騒音型・低振動型建設機械の使用

② 粉塵対策として散水車・散水機の使用

廃棄物 ③ 最終処分量の削減に努める為､処分場の検討

建設資材等のグリーン購入
向上

各所現場 救仁郷 ① 工事用看板やバリケードの再利用

① 昼休み時間の1部消灯

② 夜間は使用時のみ点灯

③ エアコンの温度管理(暖房時22～24℃)(冷房時26～28℃)

④ プリンター、コピー機の省エネモード設定

⑤ 帰宅時のPCのシャットダウン徹底

① エコドライブ実施

② アイドリングストップの励行

③ 急発進・急加速の禁止

④ 運搬ルートの検討及び運搬距離の削減

⑤ 運搬車両のタイヤの空気圧を定期的にチェック

⑥ 運搬車両の過負荷、過積載の禁止

① アイドリングストップの励行

② 定期的自主点検、施工開始時の点検

③ 建設機械等の過負荷、過積載の禁止

① コピー用紙の両面使用及びミスプリント削減

② 印刷済コピー用紙の裏面利用

③ 事業系一般ごみの分別

④ 雑誌、ダンボールは廃品回収へ

小出 ⑤ 雑紙の分別、回収

各所現場 廃棄物 救仁郷 ① 産業廃棄物の分別排出（混合廃棄物の削減）

事務所 上水
松下・

柳
① 節水に努める(節水シールの表示)

各所現場 散水 救仁郷 ② 節水に努める

① 従業員の教育を実施する。

②
環境経営システムや環境に関する情報を伝
達する。

③
環境への取組を適切に実行するための人員、
設備､費用等を準備する。

Ⅴ　環境経営計画及び環境経営計画に基づき実施した取組内容 

（運用期間：2021年7月～2022年6月）

運搬使用時

運搬使用時

社用車
運搬車両

2021年

スケジュール

目標 責任者 活動項目

小出

重機

救仁郷

廃棄物のリサイクル

水道使用量の削減

大橋

ゴミ

重機

救仁郷

照明

空調

機器

2022年

購入電力

二酸化炭素の削減

環境配慮工事
の施工

課題とチャンスの明確化
従業員の資質
の向上

項目区分

使用時

毎月1回及び使用時

松下・
柳

環境に配慮した自社の取り
組み

事務所

ガソリン
　・
軽油

７



運用期間（2021年7月〜2022年6月）の環境目標の実績

2,924 (百万円) (百万円)

目標
削減率

目標値 実績値 達成率 評価

環境配慮工事の施工 件 〇

受託した産業廃棄物へ
の配慮

〇

〇

kg‐CO2/百万円 -2% 547 163 29.2% 〇

kg‐CO2 -2% 1,600,132 715,582 44.7% 〇

kg‐CO2 -2% 116,608 109,949 94.3% 〇

電力 kWh/百万円 -2% 37.28 24.55 65.8% 〇

ガソリン L/百万円 -2% 9.37 6.03 64.3% 〇

軽油 L/百万円 -2% 0.06 0.00 7.2% 〇

プロパンガス（LPG） kg/百万円 -2% 0.01 0.02 183.1% ×

kg‐CO2 -2% 1,483,524 605,633 40.8% 〇

kWh/百万円 -2% 6.01 3.46 57.6% 〇

L/百万円 -2% 8.25 5.33 64.6% 〇

L/百万円 -2% 188.08 48.10 25.6% 〇

kg/百万円 -2% 0.03 0.01 42.5% 〇

一般廃棄物排出量 kg/百万円 -2% 0.93 0.55 59.3% 〇

産業廃棄物排出量 ％ 97 〇

㎥/百万円 -2% 3.57 0.67 18.7% 〇

課題とチャン
スの明確化

従業員の資質の向上 〇

＜備考＞

１．達成率は、目標値に対する実績値の割合である。

２．評価は、〇印：達成（達成率100％以下）、△印：ほぼ達成（達成率101～110％以下）、×：未達成（達成率111%以上）とした。

＜評　価＞

要因

対応

グリーン購入に配慮した

558

1,632,788

9.56

0.06

1,513,800

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目 単位

基準期間 運用期間

環境に配慮
した自社の
取り組み

環境配慮工事の施工に努める 環境配慮工事の施工に努めた

最終処分量の削減に努めた

≪完成工事原価(一般管理費含む)≫

建設資材等のグリーン購入向上 グリーン購入に配慮する

二酸化炭素排出量(総量）

0.01

≪完成工事原価
(一般管理費含む)≫

2019年7月
〜

2020年6月

2021年7月
〜

2022年6月

基準値

環境効率指標
二酸化炭素排出原単位

4,387

3.64

最終処分量の削減に努める

電力

二酸化炭素排出量（事務所） 118,988

内訳
ガソリン

従業員の資質の向上に努めた

二酸化炭素排出量（建設現場）

0.03プロパンガス（LPG）

内訳

38.04

水道使用量の削減

廃棄物

6.13

再資源化率90%以上目指す

8.42

プロパンガス（LPG）
事務所での使用増加は一時的なものと思われます。

ガス給湯器のスイッチにシールを貼る。引き続き適切な使用に努める。

0.95

191.91軽油

従業員の資質の向上に努める
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〜
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2020年7月

〜

2021年6月

2021年7月

〜

2022年6月

環境経営目標の実績

環境効率指標（kg‐CO2/百万円)

二酸化炭素排出原単位

完成工事原価（百万円）

(一般管理費含む)
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〜

2020年6月

2020年7月

〜
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2021年7月

〜

2022年6月

プロパンガスの使用実績

事務所 プロパンガス（ｋｇ） 現場 プロパンガス（ｋｇ）

工法変更

により減少

事務所内での使
用用途は冬場の
お湯の使用が主
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今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 低騒音型・低振動型建設機械の使用 ○ 徹底されている 継続実施

② 粉塵対策として散水車・散水機の使用 ○ 徹底されている 継続実施

廃棄物 ③ 最終処分量の削減に努める為､処分場の検討 ○ 徹底されている 継続実施

建設資材等のグリーン
購入向上

各所現場
救
仁
郷

① 工事用看板やバリケードの再利用 ○ 徹底されている 継続実施

① 昼休み時間一部消灯 ○ 掲示→徹底されている 継続実施

② 夜間は使用時のみ点灯 ○ 実施された 継続実施

① 温度設定夏28℃　冬24℃ ○ 表示 継続実施

② フィルター定期清掃 〇 実施された 継続実施

① プリンター、コピー機の省エネモード設定 〇 実施された 継続実施

② 帰宅時のＰＣシャットダウン徹底 〇 掲示→徹底されている 継続実施

① エコドライブ ○ 掲示 継続実施

② 作業現場でのアイドリングストップの励行 〇 実施された 継続実施

③ 急発進・急加速の禁止 〇 掲示 継続実施

④ 運搬ルートの検討及び運搬距離の削減 〇 現場朝礼時説明 継続実施

⑤ タイヤの空気圧を定期的にチェック 〇 運搬時確認 継続実施

⑥ 過負荷、過積載の禁止 〇 運搬時確認 継続実施

① 作業現場でのアイドリングストップの励行 〇 実施された 継続実施

② 定期的自主点検、施工開始時の点検 ○ 現場朝礼時説明 継続実施

③ 過負荷、過積載の禁止 〇 使用時確認 継続実施

④ 省エネ機械の使用 〇 実施された 継続実施

① コピー用紙の両面使用及びミスプリント削減 ○ 徹底されている 継続実施

② 印刷済コピー用紙の裏面利用 ○ 徹底されている 継続実施

③ 事業系一般ごみの分別 ○ 徹底されている 継続実施

④ 雑誌、ダンボールは廃品回収 〇 徹底されている 継続実施

小
出

⑤ 雑紙の分別、回収 〇 徹底されている 継続実施

建設副産物
のリサイクル

救
仁
郷

① 廃棄物の分別化 ○ 徹底されている 継続実施

上水 松
下
・

柳 ① 節水表示 ○ 表示OK 継続実施

各所現場 散水
救
仁

郷 ① 節水表示 ○ 表示OK 継続実施

地域貢献
救
仁
郷

① 事務所周辺の清掃 △ 全体での活動は出来ませんでした。 継続実施

① 従業員の教育を実施する。 〇 徹底されている 継続実施

②
環境経営システムや環境に関する情報を伝
達する。

〇 徹底されている 継続実施

③
環境への取組を適切に実行するための人
員、設備､費用等を準備する。

〇 徹底されている 継続実施

＜備考＞

１．評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

水道使用量の削減

従業員の資
質の向上

課題とチャンスの
明確化

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

評　価

区分 項目

小
出

活動項目

照明

目的

ガソリン
　・
軽油

乗用車
運搬車
両

購入電力

環境配慮工事の施工
救
仁
郷

特定工事他

重機

責任者

重機

大
橋

松
下
・
柳事務所

救
仁
郷

二酸化炭素の削減

廃棄物のリサイクル

機器

空調

９



Ⅷ　 当社の取組み

◆ゴミ分別・再資源化と再利用◆

◆啓発ステッカーの掲示◆

１０



◆省エネ機械の導入◆

◆職場環境の改善◆
（空調服の支給）（パーティション設置）(非接触型体温計・消毒の設置）

Ⅷ　 当社の取組み
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Ⅷ　 当社の取組み

◆環境に配慮した機器導入◆

◆水道使用の節水◆◆ワークライフバランス◆
（働き方改革・福利厚生・介護・育児）
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１． 環境関連法規の遵守状況
　当社に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2022年8月25日
評価者　安全環境　救仁郷　豊

条項 適用内容または規制基準値 備考
遵守評

価

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 〇

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm　
以上掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

〇

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 〇

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 〇

第12条第9項 多量排出事業者の処理計画及び実績報告 6/30までに報告書提出 〇

第12条の3第１項 マニフェストの交付 〇

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 〇

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理票交付者へのマニフェスト返却 B1票の90日以内の送付等 〇

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 〇

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の報告 6/30までに報告書提出 〇

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180
日以内）の期間内返却

該当なし

第14条第1項
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の
許可

県知事又は浜松市長の許可 〇

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者 〇

第14条の2 産業廃棄物の収集運搬業の許可等変更 県知事の許可 〇
第14条第13項又は
第14条の4第13項

産業廃棄物に係る処理困難通知又は特別管理産業廃
棄物に係る処理困難通知

当該通知を受けた日から３０日以内に措置内容等報
告書を都道府県知事に提出

該当なし

第5条 建設業者の責務 分別の励行、リサイクルの推進 〇

第9条
対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の
実施

解体工事-床面積合計80㎡以上
新築・増築工事-床面積合計500㎡以上
その他の工作物に関する工事（土木工事等－請負
代金額500万円以上）

〇

第10条
対象建設工事の発注者又は自主施工者の対象工事の
届出

発注者に工事計画等を説明し工事着手7日前までに
市長に届出書を提出

〇

第12条 対象建設工事受注者の発注者への届出事項の説明 〇

第16条 対象建設工事受注者の再資源化等の実施 〇

第18条
対象建設工事の元請業者による発注者への特定建設
資材廃棄物の再資源化工事等の完了報告

発注者への完了報告 〇

第31条 技術管理者の設置（解体工事の監督） 〇

第5条
浜松市告示第334号

規制基準の遵守 特定工場等の規制基準の遵守 〇

第14条 特定建設作業の実施の届出
バックホウ（原動機定格出力80KW以上）を使用する
作業

該当なし

第15条
浜松市告示第334号

特定建設作業に対する改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制・騒音確認） 〇

第5条
浜松市告示第335号

規制基準の遵守 特定工場等の規制基準の遵守 〇

第14条 特定建設作業の実施の届出 くい打機 該当なし

第15条
浜松市告示第335号

特定建設作業に対する改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制・騒音確認） 〇

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 〇

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） 〇

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化
法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への
適切な引き渡し、料金の支払

指定家電（テレビ・冷蔵庫他）廃棄時のサイクル料金
の支払

〇

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施

〇

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し
義務
簡易点検の実施（３ヶ月に１度）エアコン及び建設機械

〇

第3条の１ 国土交通大臣に対する一般建設業の許可の申請 〇

第3条第1項 建設現場の環境配慮対応 環境問題の未然防止 〇

第25条第１項 主任技術者の設置 〇

第25条第2項 管理技術者の設置 〇

第2条，第18条の14・
17

特定粉じん排出作業等に係る規制基準の遵守
特定粉じん(石綿)、作業計画書の届出及び作業主任
者の選任について、その記録

〇

第18条の15・23 解体等工事に係る調査及び説明等
特定建築材料の使用の有無についての事前調査、その記
録の保管および発注者への書面による説明と報告

〇

令和 2 年環境省告示
第 76 号

一定の知見を有する者による石綿事前調査の実施

設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の
目視による調査については、適切な知識を有する者として環境
大臣が定める者が行う必要がある（建築物石綿含有建材調査
者講習を修了した者）

〇

第5条・第19条
「石綿等使用建築物等」の飛散性及び保温材等の解
体、封じ込め、囲い込みを含む除去作業

計画書の届出、作業主任者の選任 〇

第3条 調査結果の記録と掲示
事前調査結果の記録は3年間保存。調査結果の写し
を工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示

〇

第35条 写真等による作業の実施状況の記録 作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存 〇

第71条
騒音に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日
前）

鉄骨及び橋りょうの組み立て作業 〇

第72条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 〇

第88条
振動に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日
前）

くい打機（振動規制法の特定建設作業に準ずる） 〇

第８9条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 〇

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 〇

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 〇

第8条 産業廃棄物管理責任者の選任 選任 〇

第10条 処理委託先の実地確認と記録 確認の実施、記録の保管 〇

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 〇

地球温暖化対策推進法 第5条
自主努力義務、行政への協力（温室効果ガス抑制措
置）

EA21の取組 〇

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進
廃棄物の分別、行政への協力（廃棄物等の内、有用
な物の循環的な利用を促進）

〇

リサイクル法（資源の有効な利用の促進に関
する法律）

第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 〇

グリーン購入法（国等による環境物品等の調
達の推進等に関する法律）

第5条 事業者の責務（国等の施策への協力等）
物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の
選択

〇

＜備考＞

１．評価判定：○（遵守）　　△（検討又は把握中）　　×（不遵守）

２． 違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

責務
・

努力
法令

浄化槽法

静岡県条例

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化
及び管理の適正化に関する法律）

法規・条例・規制

騒音規制法

法令

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関
する法律）

振動規制法

浜松市条例

静岡県生活環境の保全等に関する条例

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条
例

建設業法

建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律）

石綿障害予防規制

大気汚染防止法
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作成　 2022年8月21日
竹原　紗妃

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

山吉建設株式会社

代表取締役　　菅沼　孝之

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

2022年7月15日

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

環境経営目標及び目標達成状況 プロパンガスの未達はありますが、引き続き継続して取組みます。

環境経営計画及び取り組み実施状況 継続して取組みます。

環境関連法規要求一覧及び遵守状況 記録に記載しました。

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況 文書として作成しました。

特に問題ありませんでした。

取引先、業界、関係行政機関、その他の外
部動向

継続して取組みます。

その他（                                 ）

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

技能実習生の入国延期、燃料費の高騰も難問となり、また新型コロナウイルスの感染状況が改善しない中での取り組みとなりました。

密を避けるため全体朝礼やミーティングは取りやめていますが、引き続き、活動を後退させないように、

省エネ・省資源等の取り組みに対する社員の理解・意識を前進させていくことが重要かと思います。

私たちの取り組みが（持続可能な開発目標）SDGsにつながり、小さなことでも地球環境に寄与することができる企業に

成長して行きたいと思っております。

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

その他のシステム要素

環境経営方針

その他（外部への対応）

環境経営目標

環境経営計画

実施体制

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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